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第 ５ 回   熊本県議会  経済常任委員会会議記録 

 

平成24年12月17日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時35分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算（第８号） 

 議案第５号 平成24年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予

算（第３号） 

 議案第７号 平成24年度熊本県電気事業会

計補正予算（第２号） 

 議案第８号 平成24年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第２号） 

 議案第41号 訴えの提起について 

 議案第46号 指定管理者の指定について 

 議案第55号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算（第10号） 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に 

  ついて 

 報告事項 

 ①平成24年度基金事業の取組みについて 

 ②就労・生活支援に関するワンストップサ

ービスセンターの設置～熊本県と熊本

労働局の一体的取組みについて～ 

 ③中国での商標登録出願に関する異議申立

てについて 

 ④観光交流スクエアの活用について 

 ⑤荒瀬ダム本体等撤去工事の進捗状況につ

いて 

 ――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

                委 員 長 佐 藤 雅 司 

        副委員長 浦 田 祐三子 

                委  員 村 上 寅 美 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 平 野 みどり 

委  員 髙 野 洋 介 

委  員 髙 木 健 次 

委  員 泉   広 幸 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 商工観光労働部 

          部長 真 崎 伸 一 

       政策審議監 出 田 貴 康 

      商工労働局長 森 永 政 英 

     新産業振興局長 高 口 義 幸 

    観光経済交流局長 松 岡 岩 夫 

      首席審議員兼 

      商工政策課長 木 村   敬 

    商工振興金融課長 伊 東 英 典 

      労働雇用課長 大 谷 祐 次 

    産業人材育成課長 古 森 美津代 

      産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

   エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 渡 辺 純 一 

        観光課長 小 原 雅 晶 

      首席審議員兼 

        国際課長 山 内 信 吾 

くまもとブランド推進課長 坂 本 孝 広 

 企業局 

          局長 河 野   靖 

         次長兼 

      総務経営課長 古 里 政 信 

        工務課長 福 原 俊 明 

 労働委員会事務局 

          局長 柳 田 幸 子 

      審査調整課長 橋 本 博 之 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 
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     議事課課長補佐 平 田 裕 彦 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○佐藤雅司委員長 ただいまから、第５回経

済常任委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました議案等を議題と

し、これについて審査を行います。 

 まず議案等について、執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いいたします。 

 また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆さんは着席のまま行ってください。 

 それでは、商工観光労働部長から総括説明

を行い、続いて関係課長から順次説明をお願

いします。真崎商工観光労働部長。 

 

○真崎商工観光労働部長 おはようございま

す。それでは、着座にて説明させていただき

ます。 

 商工観光労働部関係の提出議案の説明に先

立ちまして、県内の景気・雇用状況及び当部

の取り組みの方向につきまして御説明申し上

げます。 

 日銀熊本支店が12月14日に発表した金融経

済概観では、県内の景気は弱含みの状況とさ

れています。 

 県内製造業の生産は、海外からの受注減少

等を背景に、総じて弱めとなっております。 

 また、雇用情勢については、10月の有効求

人倍率が0.67倍と低い水準で推移しており、

厳しい状況が続いております。 

 景気の先行きについては、世界景気のさら

なる下振れやデフレの影響など、依然として

不透明な状況となっております。 

 商工観光労働部としましては、引き続き中

小企業の資金繰り支援や雇用対策など、県内

中小企業者、労働者に対するセーフティーネ

ットの充実に努めるとともに、成長分野に重

点を置いた施策を積極的に推進し、県内景気

の浮揚に全力を挙げて取り組んでまいりま

す。 

 それでは、提出議案の概要について説明さ

せていただきます。 

 平成24年度12月補正予算について、お手元

の経済常任委員会説明資料の１ページをお願

いします。 

 労働雇用課予算としまして、ふるさと雇用

再生特別基金の事業費確定に伴う精算返納金

１億7,600万円余の増額補正をお願いしてお

ります。 

 また、別冊資料になりますが、12月補正予

算の追号議案としまして、国の経済対策に伴

う緊急雇用創出基金への積み増し16億4,000

万円の増額補正をお願いしております。 

 次に、債務負担行為の追加・変更が２件、

繰越明許費が２件ございます。 

 条例等議案では、訴えの提起１件と、指定

管理者の指定１件がございます。 

 そのほか、本日は平成24年度基金事業の取

り組みと、熊本県と熊本労働局の一体的取り

組みである就労生活支援に関するワンストッ

プサービスセンターの設置、中国での商標登

録出願に関する異議申し立て、観光交流スク

エアの活用について、御報告させていただき

ます。 

 なお、詳細につきましては担当課長から説

明いたしますので、御審議よろしくお願いい

たします。 

 

○大谷労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 委員会説明資料の２ページを、お願いいた

します。 

 失業対策総務費の国庫支出金の返納金でご

ざいますが、１億7,600万円余お願いしてお

ります。 

 これは、説明欄にありますように、ふるさ
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と雇用再生特別基金の事業費の確定に伴う国

への精算返納金でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございますが、緊急雇用創

出基金事業について、限度額３億3,600万円

余を５億6,800万円余に増額変更をお願いし

ております。これは、40歳未満の若年者の雇

用と、職場実証を実施いたします若年者緊急

雇用創出事業や、大学に就職推進員を配置す

る大学生就職推進員事業などの11事業につい

て事業期間が25年までの２カ年間に及ぶた

め、債務負担行為の限度額を増額変更するも

のでございます。 

 次に、12月13日に追加提案をお願いしてお

ります平成24年度12月補正予算の追号議案に

ついて御説明申し上げます。別冊、経済常任

委員会資料追号関係２ページを、お願いいた

します。 

 失業対策総務費の雇用対策費でございます

が、緊急雇用創出基金積立金について16億4,

000万円の増額補正をお願いしております。 

 これは、説明欄にありますように、緊急雇

用創出事業臨時特例交付金の交付に伴う基金

への積み増しでございます。積み増しした基

金は、今後成長が期待される分野、介護、医

療、環境、エネルギー等において、雇用機会

の創出を図ることを目的とした事業に充てる

こととしております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございますが、緊急雇用創

出基金事業について、限度額３億3,600万円

余を４億700万円余に増額変更をお願いして

おります。これは、平成24年12月補正予算の

債務負担行為の変更で、先ほど説明いたしま

した若年者緊急雇用創出事業について、事業

規模を拡大するために増額変更するものでご

ざいます。これにより、３月中旬から８月ま

での間、105人を雇用する予定になっており

ます。 

 それでは恐れ入りますが、通常の委員会資

料の９ページに戻っていただきたいと思いま

す。 

 議案第41号の、訴えの提起について説明い

たします。 

 これは、熊本県中小企業従業員住宅の賃貸

契約解除通知後も、借り受け事業者の代表取

締役世帯が当該住宅に居住しており、建物の

返還が行われず、また貸付料を延滞している

ものなどから、建物の明け渡しと延滞貸付料

等の支払い請求を行う訴えを提起するもので

ございます。 

 具体的には、11ページをお願いいたしま

す。 

 この中小企業従業員住宅は、昭和43年から

昭和59年までの間に、中小企業従業員の住宅

確保等を目的に、県が厚生年金還元融資を受

けて従業員住宅を建設し、これを中小企業主

に20年間貸し付けを行いまして、貸付料を完

納した場合にはその住宅を事業主に譲渡する

事業でございます。制度は既に終了してお

り、現在は本案件のみの住宅のみが貸付料が

完済されないことから、県の所有のままに残

っております。 

 本案件につきましては、当初の賃貸借契約

期間満了時に貸付料が完済されず、入居者も

いたことから、契約を解除せず期間の定めの

ない契約として更新いたしまして、完済に向

けての納付指導を行ってきたところでござい

ます。しかし、貸付料の未納が解消されなか

ったことなどから、平成24年２月末に契約解

除通知を送付し、建物の明け渡しを求め、同

年３月に延滞貸付料の全額返済の催告をいた

しました。しかしながら、現在も借り受け事

業所の代表取締役世帯が当該住宅に居住して

おり、建物の返還がなされておらず、また貸

付料の全額返済も行われていないという状況

にございます。 

 訴えの内容といたしましては、当該住宅の

明け渡しを借り受け事業所及び当該住宅に居

住しております代表取締役世帯に対し請求
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し、また借り受け事業所及び連帯保証人２人

に対し、当初の賃貸借契約に基づく貸付料の

うち、延滞している貸付料、その延滞金それ

から賃貸借契約の更新日から解除日までの貸

付料、その延滞金、さらに契約解除から明け

渡しまでの損害賠償金の支払い請求を行うも

のでございます。 

 説明は、以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○奥薗産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 資料４ページをお願いいたします。 

 この事業は、産業技術センターに超精密形

状測定器を導入するためのものでございま

す。この装置は特殊な機器であるために、発

注から納品まで数カ月を要するものでござい

ます。進捗の都合上、導入が年度内に完了し

ないおそれがありますので、繰り越しをお願

いするものでございます。 

 なお、事項のところに「自転車事業」と書

いてございますが、これは競輪関係の財団か

ら補助を受けるということで記載させていた

だいております。以上でございます。 

 

○渡辺企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 資料の、同じく５ページをお願いいたしま

す。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

にかかわります、繰越明許費でございます。 

 工業団地整備事業費でございますが、菊池

テクノパーク整備事業及び熊本臨空テクノパ

ーク関連交差点改良事業におきまして、合計

８億2,400万円を御提案するものでございま

す。菊池テクノパーク整備事業におきまして

は、擁壁の工法検討に不測の時間を要したた

め、造成工事に係る経費５億8,500万円を繰

り越し、また熊本臨空テクノパーク関連交差

点改良事業におきましては、設計及び関係機

関との協議に不測の時間を要したことにより

まして、用地取得及び工事に係る経費２億3,

900万円を繰り越すものでございます。 

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小原観光課長 観光課でございます。 

 説明資料６ページをお願いします。 

 熊本県野外劇場につきましては、今年度で

指定管理期間が満了するため、来年度以降の

指定管理者の選定を進めているところでござ

います。 

 そこで今回、熊本県野外劇場の債務負担行

為の追加及び指定管理者の指定を提案させて

いただいております。 

 まず、熊本県野外劇場アスペクタの指定管

理委託料として、来年度から平成29年度まで

の５年間で、限度額9,084万3,000円の債務負

担行為を追加しております。この限度額は、

平成26年度以降の消費税増額を考慮した金額

を設定しております。 

 次に、説明資料12、13ページをお願いいた

します。 

 議案第46号の、指定管理者の指定について

でございます。 

 右側の13ページの、熊本県野外劇場指定管

理候補者の選定についてで御説明申し上げま

す。 

 まず、１の選定の経緯でございますが、募

集要項配布期間を８月21日から９月21日まで

とし、募集に係る現地説明会を８月28日に実

施しております。 

 申請書の受け付け期間につきましては、９

月14日から21日までとし、期間終了後、書類

審査を行い、10月10日に選考委員会を開催し

ております。 

 次に、２の選定結果でございますが、アス

ペクタ管理運営共同企業体を指定管理候補者

として選定いたしております。 

 選定の理由につきましては、まず積極的な

イベント誘致などの提案による施設利用の促
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進、利用者サービスの向上を図るとともに、

地元の地域と一体となった取り組みなど、事

業計画などの具体性が他の応募者より高いこ

と、次に、収支計画等においても実現可能性

が高く、安定した管理運営が認められるこ

と、そして指定管理候補者選考委員会におけ

る審査においても最も高い得点を得、指定管

理候補者として適当との報告を受けたことで

ございます。 

 指定管理候補者の提案価格については、現

行の消費税率５％での提案価格でございま

す。 

 次に、４の指定管理候補者選考委員会にお

ける審査状況等でございますが、申請者は受

け付け順に共同事業体南阿蘇再生プロゼクト

と、アスペクタ管理運営共同企業体の２団体

から応募がございました。 

 選考に当たっての基本的な考え方でござい

ますが、熊本県野外劇場は県民の文化の振興

を目的としており、目的に沿った催事誘致と

自主企画事業の計画など、野外劇場の利用促

進策の評価を重視しております。また、効率

的な管理を行うことでの維持管理費の低減

や、安定して管理を行うための人的基盤やノ

ウハウの有無などを評価いたしております。 

 選考委員会からの意見でございますが、指

定管理候補者としてアスペクタ管理運営共同

企業体が適当、その理由として、アスペクタ

管理運営共同企業体が提示した事業計画は、

熊本県野外劇場で求める施設の利活用に関す

る取り組みが充実しており、利用者へのサー

ビスや施設の維持管理などに係る実施内容に

ついても他者よりすぐれたものであると評価

したとの意見をいただいております。 

 得点状況についてでございますが、共同事

業体南阿蘇再生プロゼクトが290.5点、アス

ペクタ管理運営共同企業体が401点でござい

ました。 

 なお、指定管理候補者選考委員会委員氏名

などにつきましては、外部の有識者５名の方

にお願いをしております。 

 以上、指定管理候補者の選定について御説

明させていただきました。よろしく御審議い

ただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは企業局長から総

括説明を行い、続いて関係課長から説明をお

願いします。河野企業局長。 

 

○河野企業局長 企業局でございます。 

 今回、企業局から御提案申し上げておりま

す議案等の概要について説明いたします。 

 議案につきましては、電気事業会計及び有

料駐車場事業会計におきます債務負担行為の

設定に係る補正予算関係２件でございます。 

 詳細につきましては次長から説明いたしま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 また、本日は荒瀬ダム本体の撤去工事の進

捗状況につきまして報告をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

○古里企業局次長 説明資料７ページをお願

いいたします。 

 いずれも債務負担行為の設定でございま

す。 

 まず、７ページ電気事業でございます。発

電総合管理所の建物の清掃業務委託等に伴い

ます債務負担でございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 有料駐車場関係でございます。上の段が有

料駐車場の建物の清掃業務委託と、それから

下段が料金徴収等の業務に係ります３年間の

債務負担行為の設定でございます。 

 企業局は、以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い
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ます。質疑はありませんか。 

 

○村上寅美委員 アスペクタ、これは共同企

業体としておるね。共同企業体として有限会

社の１社しか名前が出ておらぬけれども、こ

れは大丈夫。どういうところと組んでおるの

か。 

 

○小原観光課長 アスペクタ管理運営共同企

業体ですが、４社から成っておりまして、１

社が有限会社アワーハウス、これは音楽の事

務所でございます。それからチャーリー音楽

事務所、それから株式会社三勢、これはビル

メンテナンス会社でございます。それと株式

会社キューネット、この４社でございます。 

 

○村上寅美委員 それは今やっているとこ

ろ。 

 

○小原観光課長 さようでございます。 

 

○村上寅美委員 ああ本当。それなら心配要

らぬわけだね。 

 それからもう１点。家賃の滞納で裁判で追

い出しかけておるけれども、まだ出ておらぬ

ということだけれども、いつからいつまで

で、金額は幾らぐらい。 

 

○大谷労働雇用課長 これまで、要するに未

払いの金額が922万円ございます。それに延

滞利息が、現在の算定で2,270万円。それ以

外に若干、損害金とか何やかんやでざっと15

0から200。まだ確定しない分もございます。 

 

○村上寅美委員 これは、もう判決が出てお

るとだろう。 

 

○大谷労働雇用課長 その裁判を起こすこと

について、御了解をいただきたいと……。 

 

○村上寅美委員 起こすことによって……。

では、まだ結論は出ておらぬ、裁判の判決は

出ておらぬわけたいね。何で、こがんためた

つかね。 

 

○大谷労働雇用課長 実際、建てて結局、総

額4,200万円ほどを20年で割賦返済していた

だくことになっていたんですけれども、平成

２年ごろから延滞が続いていまして、そのこ

ろは1,200万円ぐらい残っていたんですけれ

ども…… 

 

○村上寅美委員 分譲たい、これは。分譲し

たの。賃貸じゃないの。 

 

○大谷労働雇用課長 この中小企業従業員住

宅というのは、厚生年金基金を（……「何で

あってもたい」と発言する者あり）県で建設

いたしまして、20年間貸し付ける。その元利

合計額を20年間で払ってもらって、20年間で

全額払っていただいたら……。 

 

○村上寅美委員 自分のもの。 

 

○大谷労働雇用課長 はい、そうです。 

 

○村上寅美委員 それでは分譲と一緒です

ね。 

 

○大谷労働雇用課長 はい、事実上ですね。

ただ、それが途中でとまったものですから。 

 

○村上寅美委員 １件だけ。 

 

○大谷労働雇用課長 もう、１件しか残って

いません。 

 

○村上寅美委員 そらとらなんたい。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんか。 
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○岩下栄一委員 今のアスペクタですけれど

も、細川さんのときに、えらいにぎにぎしく

スタートして、今、年間に催事はどのくらい

あっているんですか。 

 

○小原観光課長 利用状況でございますが、

平成24年度11月までの８カ月間でございます

が、野外ステージを利用したイベント件数は

12件でございます。その利用日数は24日。ま

た、そのほかの音楽練習室や楽屋の利用状況

は、合計延べ130日となっております。 

 

○岩下栄一委員 何かアスペクタは、ひとこ

ろに比べて何となく影が随分薄いですね。だ

から催事が余りあってないんじゃないかと思

っていたんですけれども、結構あっているじ

ゃないですか。私は、チャーリーのあれぐら

いしか知らない。 

 

○小原観光課長 アスペクタにおきまして

は、2,000人以上のイベント等も行われてお

りまして、カントリーゴールドのほかに今年

度は南阿蘇さわやかウォークあるいは８月に

行われましたバイクヘブン、10月のレインボ

ー2012のコンサート、これには4,000人以上

の参加者があっております。以上でございま

す。 

 

○村上寅美委員 部長が読んだセーフティー

ネットの充実、それはどういうことを考えて

いるの。 

 

○真崎商工観光労働部長 このセーフティー

ネットは、金融円滑化法に伴うセーフティー

ネット、それから７月の大災害に伴うセーフ

ティーネット第４号といいますけれども、現

在その法律上２つのセーフティーネットがご

ざいます。金融円滑化法が来年３月末で切れ

ますが、ただ、いわゆる資金繰りを円滑にや

る方策としては、これ恒久化が図られてお

り、法律の期限が切れてすぐにその影響が出

るというふうなことは考えておりません。 

 セーフティーネットは、当初、全業種だっ

たのが、ことし11月からいわゆる不況業種と

いいますか、厳しい業種に縮まりましたけれ

ども、ただ、まだ現在も続いておりますし、

そういうセーフティーネットは２種類、５号

と４号を挙げましたけれども、これらの活用

を経営の厳しい中小企業の方に御利用いただ

いて、頑張っていただきたいといいますか、

その辺の周知徹底を図っていきたいと思って

おります。 

 

○村上寅美委員 だから、そうだけれども、

セーフティーネットということは、やっぱり

国の経済対策として、不況業種とかいろんな

ところに厳しいからセーフティーネットをす

るわけでしょう。ところが、中小企業個々に

なれば、もうパイがいっぱいだということで

貸さぬのよ。だから、セーフティーネットの

意味をなさんわけたい。セーフティーネット

が金融機関と円滑に取引するなら、セーフテ

ィーネットを保証協会に頼むことも、一般的

にないわけよね。第一義的には民・民の取引

で金融機関とやっておるわけだから。しか

し、それで厳しいから、担保がないとかいろ

いろ言うから保証協会というのを普通は使う

わけでしょう。そうですね。それで保証協会

を使う、それで借りているわけね。そこで大

体満杯になるぐらい借りているわけだ。それ

で、なおかつこの業種が厳しいというような

ときにセーフティーネットをいうことを国が

かけるわけね、かけるわけでしょうが。かけ

るけれども、もういっぱいになっておるよと

いうのが、金融機関の見解なのよね。もう、

わからぬじゃないわけたいね、やっぱり借り

た金を返しておらぬから。しかし、セーフテ

ィーネットという制度がある限り、そこは別

枠というか、枠を別途に考えてくれると、そ
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うすると非常に助かるわけね。その辺どうか

な。せっかく制度をつくる、県もそういうふ

うに推進している、これまではわかるわけ

よ。一生懸命やってくれているということ

は、わかる。ただ、取引になれば、これは金

は金融機関が出すんだから。そこになってか

ら、あなたたちが思うように、あなたたちが

考えていることと金融機関の実務取引は違う

わけですよ。この辺のギャップをやっぱり理

解してもらうように、県に対してはしてもら

いたいというふうに思うわけよね。 

 

○真崎商工観光労働部長 村上委員の今の御

発言は、実際に実体の経済としてはあるのか

なという気はいたしております。ただ、厳し

い中小企業のほうもセーフティーネットを利

用して繰り延べとか融資を受けたりされてい

るところ、ではその後どうするのかと、再建

計画そのものもまだおつくりになってないと

ころがたくさんございます。ですから金融機

関としても、基本的にはお金を貸して利ざや

で稼ぐという民間企業でございますので、な

かなか返済の計画もつくってないところに、

さらに貸し出すのは厳しいとは思っておりま

す。ですから、資金繰りだけではなくて、こ

としは来年４月以降のこともにらみまして、

経営支援機関、商工団体とか、保証協会等も

入ると思いますけれども、それと金融機関で

すね、商工会は金融機関のほうに入ります

が、そういったところと連携をするような会

議をつくりまして、融資とそれから経営支援

の両輪で、何とか厳しい中小企業の方にも頑

張っていただきたいという取り組みを、実は

今年度始めております。 

 

○村上寅美委員 いつから始めてるの。 

 

○真崎商工観光労働部長 準備会議はやって

きたんですけれども、全体会議は、この前私

が出たのは11月だったか――11月に双方の役

員クラスの方にお集まりいただいて、国から

も財務局、経産局からおいでいただいて、そ

の辺の意思統一を図ったところでございま

す。 

 

○村上寅美委員 だから今言ったように、そ

れは借りた金は返さないかぬと僕も言った

よ。返さないかぬから、放漫経営をして立ち

直りができないというところに出せと言って

いる話じゃないわけだ。一生懸命やっている

けれども運転資金が足りないというのは、市

場関係いっぱいあるわけよ。それで、言われ

ても銀行までつなぐだけで、どうしようもな

いわけだ。それから先はこっちも権利もない

し、助からぬわけよ。そうすると、夫婦で一

生懸命やったり、中小でやったりしている人

たちが一生懸命やっているのに、その金が出

ないというところで、店を閉めると。閉めた

ら、やっぱり借入金の返済はできないし。だ

から、その辺の見きわめは大事なことですよ

ね。大事なことだけれども、だから返せない

という、事業計画とか資金計画も含めて能力

がないと判断したところは、これは番外だか

ら。ただ、一般論としてはやっぱり、ぜひそ

の辺のところの見定めはしてほしいというこ

とで、現場とのギャップがあり過ぎるとた

い。 

 ところが、保証協会になればわかってお

る。保証協会あたりと詰めてごらん、どのレ

ベルまでかということは大体わかっておるけ

ん。だから、やっぱり一生懸命、真面目に努

力しているというところに関しては、ぜひ見

てほしいということを要望しておく。 

 

○佐藤雅司委員長 要望でいいんですね。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 

○泉広幸委員 先ほど部長のほうから説明が

ありましたけれども、依然として雇用情勢が

厳しいというお話ですけれども、県内の各地
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区ごとのある程度の状況というか、それをち

ょっと教えていただければな。 

 それと、あわせて商工観光労働部で成長分

野に重点を置くという話ですけれども、主に

その成長分野とはどんな分野があるとですか

ね。そこも、ちょっと教えていただきたいと

思います。 

 

○大谷労働雇用課長 雇用情勢を一番あらわ

しています地域別の有効求人倍率の状況を、

ちょっと御説明させていただきます。 

 一番高いのが、菊池、熊本、阿蘇が高いで

す。逆に低いのが、球磨、上益城、八代、天

草、宇城というような状況でございます。 

 

○奥薗産業支援課長 成長分野の観点で、ち

ょっと説明させていただきます。 

 ５つほど成長分野、重要分野というのをつ

くっておりまして、いわゆる半導体、セミコ

ン関係が１つですね。それからモビリティ

ー、これは自動車関連、移動になりますから

造船とかそこらも入ってきますが、それが１

つ。それからクリーンフォレストと言ってお

りますが、――クリーンと言ってますけど、

エネルギー関係とかそういったもの、それか

らフード・ライフフォレストということで、

食品関係ですね。さらに社会システムという

ことでＩＴ関係とか、今いろんな社会が動い

ておりますので、それを統合してコントロー

ルするようなところ、そういったところを重

点というふうに考えておるところでございま

す。 

 

○泉広幸委員 わかりました。 

 

○平野みどり委員 企業局の有料駐車場料金

徴収業務ですが、これはパレアの裏の県営駐

車場のみの料金徴収業務と考えていいんでし

ょうか。 

 

○古里企業局次長 新屋敷のほうに第２駐車

場がございますので、そこも含めた料金徴収

でございます。 

 

○平野みどり委員 主に人件費ということで

すよね。 

 

○古里企業局次長 まさに、そのとおりでご

ざいます。 

 

○平野みどり委員 パレアのほうは何人ぐら

いで、あそこはされているんですか。 

 

○古里企業局次長 あそこは、24時間365日

やっておりますので、常に２人の職員を配置

するようにしております。 

 

○平野みどり委員 機械に入れるのはなかな

か大変だったりすることも、高さによってあ

るので、人が対応してくださるのはいいんで

すけれども、ほかの駐車場も結構自動になっ

ていますけれども、そこら辺は雇用の場の確

保という意味では実施したほうがいいのかも

しれませんけれども、そこら辺は検討とかは

されたりしているんでしょうか。 

 

○古里企業局次長 いろんな利用者の皆様の

お声を聞く中で、やはり私どもの特徴とし

て、常時人がいるということの安心感、特に

女性のお声があります。ですので、やはりそ

こはちょっと県民に治安上の関係で適切な行

政サービスという点からは、やはり職員が常

駐するという形は堅持していきたいというふ

うに考えております。 

 

○平野みどり委員 はい、わかりました。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 
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○泉広幸委員 余談になりますけれども、コ

ンクリートから人への政権が、今度、選挙が

終わりましてかわりました。 

 そこで部長あたりの答弁をちょっといただ

きたいんですけれども、今回、政権が間違い

なくかわりますから、その先、今までの政権

よりも大いに期待できると思っておられるの

か、まあ余り変わらないだろうなと思ってお

られるのか、これは何かコメントがあればち

ょっとお聞きしたいなと。大いに期待してい

るのか。経済情勢を含めてですね。 

 

○真崎商工観光労働部長 経済関係に限って

というふうなことで、お答えさせていただき

ますと、民主党政権下におけるここ３年数カ

月、これは特に民主党政権のせいばかりとは

申し上げませんけれども、経済的には非常に

疲弊してきている、これはもう世界経済の流

れは大きいとは思いますけれども、円高に苦

しみ、それから欧州危機等もあって輸出産業

は非常に疲弊しておると思います。 

 ですから今度、自民党中心の政権にかわる

だろうという泉委員の御発言を前提にお答え

しますと、これまで選挙前にも、この結果が

出る前にも、自民党安倍総裁の口から、やは

り経済の建て直しだということで、大型の10

兆円超の補正予算等をやる、補正予算をつく

ろうとか、そういう発言をマスコミ等で我々

見聞きしております。 

 そういった意味で、県としましては実は、

もしそういった場合にほかの県におくれをと

らないようにというふうなことで準備を進め

てきております。 

 10兆円、もちろん昔の公共工事中心ではな

いみたいなニュアンスの御発言もございまし

たけれども、先ほど泉委員の質問がありまし

た成長分野等に我々、そういう投資が行われ

るとしたら、本県としてもそういった機会を

とらえて、本県経済の浮揚に使いたいといい

ますか、そういったことに資するような予算

の要求をこれからやっいていきたいと思いま

すし、経済の立て直しについては大変期待を

しているところではあります。 

 

○村上寅美委員 関連。ここは委員会だから

あれですけれども、それぞれの党派という

か、いろいろ全部入っておるけれども、早

速、経済対策を自民党は打つと言っている。

 だから、下準備というか、その辺はあると

思うんだよ。21年に自民党政権のとき、21年

の第１次の補正予算で14兆か打って、それが

21年、22年ぐらいまでは、21年の９月はもう

政権がかわったけれども、これが22年まで非

常に功を奏したという、ごく近い歴史がある

わけね。 

 だから、経済対策はまず打つだろう、恐ら

くそういうふうに我々みんなは見ているわけ

ね。だから、商工としては重点施策という

か、緊急政策としてどの辺か大体めどはある

の。 

 

○木村商工政策課長 商工政策課でございま

す。今、村上委員から御指摘のありました経

済対策につきまして、当然そのときの、麻生

政権のときに行われました追加経済対策など

も参考にしながら、先ほど部長のほうから説

明がありました成長分野等も含めて、部内で

今あらゆる場合を検討して…… 

 

○村上寅美委員 それは、もう答えは出なく

てもいいけれども、我々は22日に緊急に市町

村を集めて勉強会をするわけです。要望を聞

こうということをやろうとしていますから、

当然、準備が早かったから801億という金が

熊本には落ちたわけよね。それは、もうスタ

ッフもかわっておらぬわけだから、その辺は

ぜひひとつ、それぞれの課において思い切っ

て検討してもらいたいということを要望して

おきます。 
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○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （発言する者なし） 

○佐藤雅司委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第５号、第７号、第８号、第41

号、第46号及び第55号について一括して採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、採決

をいたします。 

 議案第１号、第５号、第７号、第８号、第

41号、第46号及び第55号について、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外６件については、原案

のとおり可決することに決定をいたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件について、お

諮りをいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、報告事項に入ります。 

 報告の申し出が、商工観光労働部から４

件、企業局から１件あっております。 

 まず、それぞれの担当課長から説明を受け

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告１、報告２について、労働

雇用課から説明をお願いします。大谷労働雇

用課長。 

 

○大谷労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 別冊の経済常任委員会報告資料の、１ペー

ジをお願いいたします。 

 24年度の基金事業の取り組みについて御説

明いたします。 

 まず、上段の県事業分についてでございま

すが、11月末までで77事業、21億円の計画で

1,224人の雇用創出を見込んでおります。 

 今回、追加分として24事業、1,000万を計

画し、197人の雇用を創出することとしてお

ります。 

 次に、中段の市町村事業分についてですけ

れども、11月末までで399事業、18億7,000万

円余の計画で、1,439人の雇用創出を見込ん

でございます。 

 今回の追加分として、22事業、2,000万円

の計画で92人の雇用を創出する見込みでござ

います。 

 また、次のページ以降に県事業の追加分の

一覧表を添付してございます。 

 続きまして、委員会報告事項の４ページを

お願いいたします。 

 就労・生活支援に関するワンストップサー

ビスセンターの設置について説明いたしま

す。 

 まず、ワンストップセンターの設置の背

景、目的等についてでございますけれども、

平成22年12月に国の出先機関の原則廃止に向

けたアクションプランが閣議決定されており

ます。 

 これに対し全国知事会は、地方移管の最重

点分野としてハローワークの全面移管を国に

求めてきております。このアクションプラン

の中で求めておりましたが、このアクション

プランの中では、ハローワークについては３

年程度、地方自治体と一体的な事業を行い、

その成果と課題を検証することとされまし

た。 

 本県では、引き続きハローワークの全面移

管を国に求めつつも、平成24年の２月、県民

の利便性を向上させることを目的として、鶴

屋東館９階の熊本県民交流館パレアに設置し



 

第５回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録（平成24年12月17日) 

 - 12 - 

ております県の就労支援機関、「しごと相

談・支援センター」と熊本労働局の「しごと

サポート水道町」を一体的に運営し、ワンス

トップでサービスを提供することを内容とす

る提案を、国に対して行いました。 

 それ以降、その実現に向けて熊本労働局と

協議を重ねた結果、平成25年度から県の「し

ごと相談・支援センター」を熊本労働局の

「しごとサポート水道町」に移転して、県と

労働局とが一体的に取り組むワンストップサ

ービスセンターを設置することになりまし

た。 

 次に、ワンストップサービスセンターの概

要でございますけれども、施設の所在地は熊

本市中央区水道町にあります朝日生命熊本ビ

ルの１階で、面積は330平米でございます。 

 運営時間は、平日は熊本労働局の一部コー

ナーを除き、８時半から17時まで、土曜日は

10時から17時までを予定しております。ま

た、事業開始は平成25年の４月を予定してお

ります。 

 事業の内容でございますけれども、ワンス

トップサービスセンターでは雇用関連情報の

提供、キャリアカウンセリング、各種セミナ

ー等の実施、職業相談から職業紹介、就職後

のフォローまでのサービスをワンストップで

提供することとしております。 

 次に、期待される効果でございますが、４

点挙げております。 

 １点目は、きめ細かな就労支援でございま

す。キャリアカウンセラーを常設すること

で、再就職の方向性が明確でない求職者の一

人一人に合ったきめ細かな就労支援が可能に

なります。 

 ２点目でございますけれども、生活関連情

報の提供でございます。雇用に連動する健康

保険や年金の相談、子育てに関する情報や公

営住宅、福祉サービスに関する情報の提供が

可能になります。 

 また３点目、労働相談の充実でございま

す。求職者が転職されるときは何らかの問題

を抱えておられる場合が多く、労働相談をハ

ローワークと同じ施設内で行うことで、利用

者の利便性が向上いたします。 

 ４点目は、場所的利便性の向上でございま

す。県の「しごと相談センタービル」の９階

にございますけれども、移転先の「しごとサ

ポート水道町」はビルの１階にあり、場所的

に利便性が向上いたします。 

 具体的な施設と機能につきましては、次の

Ａ３の折り込みのワンストップサービスセン

ターのイメージ図をごらんください。 

 中央の太い黒枠で囲っておりますが、フロ

ア全体の区画になります。来所者は、まず中

央左側の総合案内所に来ていただき、受付の

者が来所者のニーズを把握した上で、適切な

窓口に御案内することとしております。 

 イメージ図の右上が、職場のトラブルなど

についての助言を行う労働相談、保育、公営

住宅、健康保険、年金などの生活に関する相

談、情報を行う生活相談と今後の就職活動の

進め方についてきめ細かな助言を行うキャリ

アカウンセリングの３つのコーナーが県の機

能となります。 

 一方、熊本労働局の機能でございますけれ

ども、非正規労働者に対する安定的な職業の

再就職の支援を行いますキャリアアップハロ

ーワーク、地域共同就職支援センター、マザ

ーズコーナーと子供の一時預かりを行います

キッズコーナー、パソコンで求人情報の閲覧

ができる求人検索コーナー、求職者の個人情

報に配慮して相談を受ける個人面談ブースが

ございます。 

 このほかにイメージ図の左側に、各種セミ

ナー等を県と労働局でそれぞれ実施すること

としております。 

 こうした県民サービスの向上によりまし

て、安心して働くことができる環境整備がな

されることになります。来年４月の事業開始

に向けて、しっかり準備を進めてまいりたい
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と考えておりますので、御報告させていただ

きます。 

 報告は、以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、報告３につい

て国際課から説明をお願いします。山内国際

課長。 

 

○山内国際課長 国際課でございます。 

 資料に基づいて、説明をさせていただきま

す。 

 中国での商標登録出願に関する異議申し立

てについてでございます。県では、中国、台

湾、香港について「熊本」という地名を持つ

商標登録の抜け駆け出願調査を専門業者に委

託をしているところですが、その委託業者の

ほうから、中国において去る10月27日付で、

以下の３件の商標登録出願があったことが公

告されたということがわかりました。 

 県では「熊本」という文字は、中国商標法

の規定に基づき商標とすることはできない公

知の外国地名であるとして、出願に対する異

議申し立てを行うこととし、現在手続中で

す。 

 出願の内容ですが、(1)に書いていますと

おり「熊本购」という名称の商標です。「熊

本购」の「购」は、「購買」の「購」なんで

すが、出願者は成都熊本購電子商務有限公司

という会社。これは、ネットで調べるとパソ

コン関係の卸とか小売をやっている会社で

す。 

 商標の対象品目は、第９類、35類、36類と

いったコンピューター関係ですとか屋外広告

関係とか、こういったものです。 

 県の対応といたしましては、２番のところ

に書いておりますとおり、中国商標局に対す

る異議申し立てを行うこととし、国内の特許

事務所に対して現在委託をして準備を進めて

おります。 

 異議申し立ての内容は、「熊本」は中国に

おいて周知の外国地名であることから、中国

商標法第10条第２項の規定により商標とはで

きないということで申し立てます。 

 異議申し立ての期間が、申請があったとき

の公告から３カ月以内ということになってお

りますので、１月27日までに進むように、今

準備中でございます。以上です。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、報告４につい

て、くまもとブランド推進課から説明をお願

いします。坂本くまもとブランド推進課長。 

 

○坂本くまもとブランド推進課長 お手元の

資料の６ページを、お開きいただきたいと思

います。 

 報告でございます。観光交流スクエアの活

用についてでございます。 

 観光交流スクエアは、鶴屋東館にありま

す、くまもと県民交流館の１階にありまし

て、現在、物産、観光等の振興のための施設

として活用させていただいております。 

 現状といたしましては、指定管理者といた

しまして物産振興協会に委託しております。

指定管理をさせていただいておりまして、そ

の上で、かたらんね協議会というところが実

質的には運営をしているというような状況で

ございます。 

 面積といたしましては、参考のところに書

いてありますが、平成14年４月にオープンい

たしまして、面積として200平米ございま

す。 

 こちらの施設が周りのびぷれす広場並びに

わくわく市場等、類似代替施設が増加し、来

訪者等が減少したことによって、この公の施

設としての設置意義が低下しております。 

 こういうことから、現在の指定管理期間が

終了する平成24年度末までに、県産品販売に

係る共同店舗としての運営を終了したいとい

うふうに考えております。 
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 それで25年度からはくまモンを活用いたし

ました観光物産振興のための情報発信拠点と

して整備を図って活用してまいりたいという

ふうに考えております。 

 参考のところに利用状況等を書いてござい

ますが、利用料金収入といたしまして、平成

20年が1,500万円余ありましたが、平成23年

度には860万円余となって、43％ぐらい減少

しているというような状況で、物産協会の持

ち出しがふえているというような状況がござ

います。そうしたことから、廃止をさせてい

ただきたいということでございます。 

 現在検討しております施設についてでござ

いますが、観光物産振興のため、くまモンを

活用して観光や物産に関する情報発信の常設

展示スペースを設置するということで考えて

おります。 

 現在、私どもの課のほうに、くまモンの関

係で県内外の方から、ファンレターといいま

すか、そういうものがいろいろ届いておりま

す。週に40通を超えるような状況がございま

す。 

 その中で、生くまモンにぜひとも会いた

い、どこに行ったら会えるかというようなこ

とも常時、その手紙の中から散見されており

ます。 

 そういう意味から、こちらのところで一定

の時間を決めて、そのくまモンを出場させ、

県内外の方との交流をする施設、並びに県内

観光地の紹介、それと物産等の紹介、販売を

行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 今後のスケジュールでございますが、今年

中に指定管理者の外部委員を選定いたしまし

て、どういうレイアウトにするのか、そうい

うものについて詳細の詰めを現在行っている

ところでございます。３月までに指定管理の

募集方針並びに要項等を作成して、募集を始

めたいと思っております。４月から６月ま

で、スクエア棟の改装並びに指定管理者の選

定を行いまして、６月議会に指定管理者の決

定並びに運営委託費の計上等を提案させてい

ただきたいというふうに考えておりまして、

７月の冒頭オープンを予定させていただいて

おります。以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、報告５につい

て企業局から説明をお願いします。古里次

長。 

 

○古里企業局次長 それでは、資料の７ペー

ジをお願いしたいと思います。 

 荒瀬ダム関係の撤去工事の進捗状況につい

て御報告いたします。 

 まず１でございますが、これまでの経緯で

ございます。右側の８ページの写真を使いな

がら、説明させていただきます。 

 写真の①でございます。本年９月から現場

での撤去工事を開始し、10月には県道、右岸

側でございますが、工事脇ゲートの１門を撤

去しております。 

 次に９ページでございます。 

 上段の写真②をごらんください。ダムの下

流から見たものでございます。ダムの堤体に

２カ所の放流工、トンネルをあけ、その後、

その上流側に水位低下ゲートを設置する予定

でございます。 

 写真は、これからの工事を行うために必要

な、仮締め切り、仮橋等のイメージを示して

おります。 

 その下の写真③が、今の現場の様子でござ

います。11月から12月にかけまして、仮締め

切り等の設置を進めております。 

 次の10ページをお願いいたします。 

 写真の④が、ダム直上流での岩盤掘削を行

っている様子でございます。 

 済みません、７ページに戻っていただいて

よろしゅうございますか。 

 次に、中ほどの２の、今後の予定でござい

ます。(1)のところでございますが、工事の
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関係の①でございます。今月から２月にかけ

て、先ほど御説明しました放流工の掘削と水

位低下ゲートの設置を行う予定でございま

す。 

 次の②のところでございますが、３月から

ゲートを開放し水位を低下させていく予定で

ございます。 

 その下の米印のところでございます。工程

の追加が必要となりました岩盤掘削について

は最終段階になっておりますが、この工程の

追加に伴う全体工程の影響をできるだけ少な

くするために、工事時間の延長、施工手順の

組みかえ等を今進めるところでございます。 

 引き続き河川管理者、施工業者など関係者

との連携を密にして、安全と環境に最大限配

慮しながら工事を進めていきたいというふう

に考えております。 

 次に最後になりますが、その他のところで

ございます。荒瀬ダム撤去フォローアップ委

員会と、地元の方々を中心としました工事現

場の見学会の開催を予定しているところでご

ざいます。 

 説明は、以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員長 以上で報告の説明が終了

いたしましたので質疑を受けたいと思います

が、質疑はありませんか。村上委員。 

 

○村上寅美委員 中国で商標登録のやつ、こ

れはこの公司は日本人ね、現地人ね。それだ

け。 

 

○山内国際課長 ネットで確認をした限りで

は、中国の四川省にある現地の企業です。 

 

○村上寅美委員 現地企業。では日本人では

ないわけね。 

 

○山内国際課長 現地の方のみと思われま

す。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにありませんか。髙

木委員。 

 

○髙木健次委員 今のに関連しますけれど

も、この異議申し立ては、中国はよく、いろ

んな外国のをぱくったりなんかやっています

よね。今まで県は、中国への異議申し立てと

いうのは、これ以外に何回かやっておるんで

すか。 

 

○山内国際課長 異議申し立ては、今回が初

めてです。 

 

○髙木健次委員 ということは、その結果と

いうのは、どがんなるかはわからぬわけです

ね。特に中国なんかは、ぬかにくぎを打つみ

たいな感じで、こがんと異議申し立てがきて

も、それはさほど気にしないというか、全く

問題ないような取り扱いしかしないだろう

と。やっぱり、その辺を見越しての異議申し

立てなのかなと。 

 

○山内国際課長 一応、国同士でもこういっ

た商標登録関係では、日本から中国への申し

入れをやっておりまして、その中で都道府県

ですとか政令指定都市以上の地名について

は、名簿を中国側の政府に示して、これはい

わゆる外国の公知の地名だということで、商

標登録があっても受け付けをしないようにと

いう依頼が、日本国政府から中国政府のほう

へしてあって、中国政府のほうからは、そう

いった申請があった場合は厳正に厳格に審査

をするという回答があっています。 

 他県の例でいきますと、「長崎」という地

名が、これは現地の企業が一度商標登録をし

たそうですが、却下になっているというよう

な事例もあり、そういったこれまでの国から

の中国政府への申し入れ等も踏まえると、異

議申し立てが認められる可能性もあると思っ
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ております。 

 

○髙木健次委員 来年の１月27日が提出期限

となっておりますけれども、これは費用とか

はどのくらいかかるか、また、その提出をし

て結果が出るまでにどのくらい期間がかかる

のか、要するのか、その辺はいかがですか。 

 

○山内国際課長 費用のほうは100数十万ぐ

らいかかります。 

 結果のほうが、現時点ではいつごろまでか

かるかというのは、まだ推測ができておりま

せん。 

 

○髙木健次委員 今の時点でいろいろ言うこ

とは難しいものがあるのかなと思うけれど

も、いい結果が出ない場合は、また異議申し

立てとかそういうこともあり得るんですか。 

 

○山内国際課長 異議申し立てが認められな

かった場合はどうするかでしょうか。 

 一度登録されてしまうと、もう登録の取り

消しというのは事実上なかなか難しいという

のが現状です。 

 

○村上寅美委員 ちょっとよかね。あのね、

これは私も定かではないけれども、例えば青

森あたりがリンゴで、たしか登録をされてい

るように聞いたがな。そういう事例は知らな

い。だから、えらい困ってしまって。 

 

○山内国際課長 中国側が先にやって……。

つい先日も、どこでしたか、関東のほうで…

…。 

 

○村上寅美委員 そういうのが日本に幾つか

あるだろう。あるわけよ。 

 それと、上海はうちの出先があるだろう。

その辺で、ネットで、ネットでと君は言って

おるが、相手の身分も調べさすったい。当然

そのくらいのことは、しておると思うがね。 

 

○山内国際課長 今回の件も情報が入った瞬

間、熊本の本庁のほうでも調べております

が、上海事務所のほうからも調べておりま

す。 

 

○村上寅美委員 これは、やられたら終わり

だぞ。最初、出鼻で整理しておかんと、とい

う気がする。青森を調べてごらん。リンゴを

売るのに「青森リンゴ」で売れぬらしいた

い。そういう話は、何年か前に聞いたことが

あるがね。 

 

○佐藤雅司委員長 後で調査して、報告して

ください。 

 

○山内国際課長 青森もちょっと確認をしま

すが、最近の有名な話ですと、「ｉＰｈｏｎ

ｅ」ですか、あれが中国で先に違う会社が商

標登録をやっていて、その名前は使えない、

青森のような有名な事例があっていますの

で、とにかく、まずきちんと期限内に異議申

し立てをちゃんとやるということが大事だと

いうふうに思っております。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんか。

髙野委員。 

 

○髙野洋介委員 就労ワンストップサービス

についてお尋ねしたいんですけれども、これ

熊本市だけでやると思うんですけれども、こ

れは多分25年の４月から開始予定なんでしょ

うけれども、その後ほかの市町村とか、そっ

ち方面でされるおつもりはあるんですか。 

 

○大谷労働雇用課長 若者については、水前

寺駅にありますジョブカフェでやっておりま

す。今回の目的は、女性、一般の方向けの要

するにワンストップセンターという形になっ
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ています。若者のジョブカフェについては、

各振興局にブランチをつくって、それの補完

的なことをやっています。 

 女性、一般向けにブランチを使うのかどう

かについては、ちょっとこれからまた一体化

を進める中で検討させていただきたいという

ふうに思っております。 

 

○髙野洋介委員 その答弁では、多分今のと

ころは予定がないという答弁なんでしょうけ

れども、何でこういうことを言うかといいま

すと、やっぱり今、熊本市内にこれをつくる

のはもちろんいいんでしょうけれども、郡部

の人たちが熊本市内に出てきて仕事を探して

いる方々もいらっしゃるんですけれども、

今、郡部で一番困っているのは、若者がいな

くなっているんですよ。だから、まずそこを

第一義的に阻止するよう政策を打っておかな

いと、結局ここにしても、また一極集中で熊

本市に人が集まるだけですから、熊本市は政

令市になったんですから、ある程度は熊本市

も責任感を持ちながら雇用対策をされると思

うので、もう少し県として郡部のほうに目を

向けながらやっていかないといかぬと思うん

ですけれども、それについてどういうふうに

お考えなんでしょうか。 

 

○大谷労働雇用課長 ブランチに関して明言

しなかったのは、労働局さんとの最終調整が

ついてないものですから、その辺であって、

具体的に本当に検討し、ブランチ自体が今は

もう女性とか一般の方も対応していますの

で、できるだけその辺の強化をしたいという

気持ちは持っております。 

 

○髙野洋介委員 ブランチはブランチで水前

寺にあるわけでしょう。それと別にワンスト

ップサービスをするわけでしょうが。ですか

ら私が言っているのは、ブランチはブランチ

で否定するものではないし、いいんですよ。

だから根本的にいろんな労働局とのタイアッ

プを、郡部の地元でもできることというのは

あるんですね。だから、そこをもう少しやっ

てくださいという意味の質問でございますの

で、そこはしっかり今後、今ちょっと薄くな

っている部分を私は感じますので、出先のほ

かのところの労働局とも、もう少しタイアッ

プしながら、若者、若手そして高齢者の方々

それぞれ多種多様ありますし、地域によって

実情があると思うんですよ。ですから、そこ

を踏まえて、もう少し郡部の雇用につながる

ように積極的に働きかけてください。もう答

弁は要りません。 

 

○佐藤雅司委員長 今のは、要望でいいです

か。 

 

○髙野洋介委員 はい、いいです。同じ答え

だろうから。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんか。

平野委員。 

 

○平野みどり委員 観光交流スクエアについ

てですけれども、私も時々利用するんですけ

れども、この数字にあるとおり、以前に比べ

て利用が減っているなと実感しているんです

けれども、鶴屋さんが１階をちょっと特色の

ある模様がえなどをされて、やっぱりあそこ

の観光交流スクエアが全然異質な空間になっ

てしまって、ちょっと入りにくい雰囲気が最

近しているなという気がしていました。やっ

ぱり人の入りも少ないような様子が見てとれ

ます。 

 今回、くまモンの常設というか、くまモン

をここにいさせてというようなことですけれ

ども、では、物産販売関係は一切ここではし

ないで、くまモン活用での観光物産に関する

情報発信基地という形にするということで理

解してよろしいんでしょうか。 
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○坂本くまもとブランド推進課長 物産を全

然売らないということではなくて、そこは例

えば限定グッズだとかそういうものは販売を

させていただきたいと思います。 

 どこまで売るかというのは、今後もう少し

詰めさせていただきたいと思っています。 

 

○平野みどり委員 生鮮食料品関係はしない

というような感じなんですかね。 

 

○坂本くまもとブランド推進課長 生鮮関係

は、日持ちとかの関係もございますので、ち

ょっと厳しいかと思っております。 

 

○平野みどり委員 鶴屋さんの地下もありま

すしね。そこら辺は無理に継続させて、生鮮

食料品はどうなのかなと私も思います。 

 それで、くまモン活用ですけれども、くま

モンに関する本が熊本県ではベスト10に何冊

か入っているというぐらいで、かなり地元で

もくまモンの注目度というのはすごいわけで

すけれども、他県の人たちがそこに、このス

ペースに来て、くまモンとの交流も含めて熊

本の情報を得ていく、ターゲットはやっぱり

観光という意味で、他県であるというような

形で理解してよろしいんでしょうか。 

 

○坂本くまもとブランド推進課長 基本的に

は、先ほどファンレターの御紹介をさせてい

ただきましたけれども、県外の方から、熊本

に来たんだけれども、どこに行ったらくまモ

ンに会えますかというお手紙をよくいただい

ております。その中で、例えばずっとそのく

まモンがいると、ほかの活動等に差しさわり

が生じますので、一定の時間を決めまして、

この時間帯だったらくまモンがおりますとい

う形をとりたいと思っておりまして、基本的

には県外の方々に交流を深めると。ただし、

県内の方もいろいろ地域といいますか、熊本

市以外の方々は直接会えない方もまだまだ多

いというふうに聞いておりますので、基本的

には会えない方にそういうサービスを提供す

るような形を考えております。 

 

○平野みどり委員 このスクエアからちょっ

と離れるかもしれませんけれども、このくま

モンの活用という意味で、もう一県のマスコ

ット的なところからかなり、このキャラクタ

ーも全国的な認知度も高まっていて、キティ

ちゃんに肉薄するぐらいまできているのか

な、この前、委員会で北海道を視察したと

き、御当地くまモンで、サケを抱いているく

まモンのストラップとかあったり、本当全国

でそうやって活用されているんだなと思いま

した。そういう意味では、漫画であるとかア

ニメであるとか、そういうような形の展開な

ども、もう一県のキャラクターではなくて、

していくことで新たな熊本の宣伝活動にもな

るし、マーケットにもつながっていくのかな

と思うんですけれども、新たなくまモンの活

用というのは考えておられますか、新たな展

開。新たなステージというか。 

 

○佐藤雅司委員長 そういう御提案がありま

したが。 

 

○坂本くまもとブランド推進課長 新たなと

いうのは現在、鋭意考えています。 

 ただ、そこはサプライズという部分もあり

ますので、やっぱり何らかのときに出し方を

考えていきたいと思いますので、申しわけあ

りませんが、もうしばらく待っていただい

て、きちんとした形で出していきたいと思っ

ております。 

 

○平野みどり委員 この前、小山薫堂さんの

「幸せのつくり方」という本かな、見ていた

ら、熊本の御当地新聞に４こま漫画のくまモ

ンの漫画を掲載させたらみたいなものも出て
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いたみたいですけれども、全国紙の４こま漫

画でもいいですし、熊本には漫画ファンの方

たちがたくさんいらっしゃるので、そういう

方たちの協力も得ながらということもあって

もいいのかなということで、御提案というこ

とです。 

 

○佐藤雅司委員長 これは御要望でございま

す。 

 

○髙木健次委員 荒瀬ダムの撤去関係です。

この中に、２月に工事現場見学会開催とあり

ますよね。これは主に地元の方々という説明

でしたけれども、地元の方々の要望か、それ

とも県のほうから主体的に、フォローの中で

こういう説明会を、５年ぐらいかかる工事期

間の中で何回か順次やっていくというふうな

計画があるんでしょうか。 

 

○古里企業局次長 荒瀬ダムの撤去工事に関

しては、県内外から大変関心が高い、注目さ

れているというふうに思っております。 

 まずはただ、そういいましても、やはり荒

瀬ダム撤去につきましては、地元の皆さんの

大変大きな意見、要望等がございましたの

で、地元の皆さんの御心配を払拭するために

も、現在も大変透明性高く丁寧に工事の状況

等を御報告しておりますが、やはり現場に一

回入っていただくことで、さらに地元の信頼

を得たいというふうに考えております。 

 

○髙木健次委員 これは、もうこれ１回。 

 

○古里企業局次長 今回は１回ですが、今後

も適宜、節目節目で行っていく予定にしてお

ります。ただ、いつということは今明確に申

し上げられませんけれども。 

 

○髙木健次委員 では、地元の要望というの

はあるわけですね。地元から県工事を、こう

いうふうな現場を見学させてくれとかいう。 

 

○古里企業局次長 私どもが今お聞きしてい

る中では、地元の皆さんがメンバーになって

いる地域協議会、地元の協議会がございます

が、その中でもやはり大変、この荒瀬ダム撤

去に関して、環境に十分配慮すべきだという

ことの御意見をいただいております。私ども

もそのつもりでやっていますので、見学会を

実施しろという要望が直接あっているわけで

はございませんが、その延長線上でやはり私

どもは地元の皆さんに広く知っていただきた

いということで、こういうことを予定してお

るところでございます。 

 

○髙木健次委員 地元というのは、どのくら

いの範囲ですか。 

 

○古里企業局次長 基本的に旧坂本村を対象

に考えておりますが、まだ具体的にどういう

募集の仕方をと決定しているわけではござい

ません。今後いろんな地元の御意見も聞きな

がら、それに応じる形で実施したいと思って

おります。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、もう質疑を…

…。その他に入ってよろしゅうございます

か。 

  （「はい」と呼ぶものあり） 

○佐藤雅司委員長 それでは最後にその他で

ございますが、委員の先生からその他ござい

ませんでしょうか。 

  （発言する者なし） 

○佐藤雅司委員長 それでは私から１件。 

 総選挙も終わりまして、本当に御苦労さま

でございました。先般もちょっと申し上げた

んですが、これから経済対策を、新しいステ

ージ展開をしていくということになりますけ

れども、その経済対策の中に一つは、もうが

ちがちになったいろんな仕組みあたりも変え
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ていく、規制緩和もやっぱり経済対策の一つ

かなというふうな感じを持っております。た

だ単にお金を出していくことではなくて。 

 その中でソーラー関係もあります。農地法

の関係とか非常に厳しい農地法、優良農地を

守っていく、これは極めて大事なことである

ということは、もう認識しておりますけれど

も、そのことと新エネルギーをどんどん出し

ていくということも非常に大事なことである

というふうに思っておりますけれども、そう

した県として、これから経済対策の一環とし

て、もう、ただ単に経済関係の所管にかかわ

らず、いろんな部署で、これまでやっぱりい

ろんな障壁があったこと、こういったことも

大いに出していくべきではないかなというふ

うに思っております。 

 したがいまして、ぜひそうしたことを洗い

出していただいて、ここがこうなれば、この

結節点が外れれば大きく展開できる、あるい

はその影響が少ない部分についてはこうでき

るんだというようなことも、ぜひ皆さん方で

ちょっと洗い出していただいて、それをいろ

んな政策に反映していく、皆さん方からも国

に対して要望していくことも必要ではないか

なというふうに思っております。 

 その辺について全体的なコメントをちょっ

といただきたい、具体的なことは要りません

けれども。そうした規制緩和のこれまで障壁

になった部分についての対策をやっぱり考え

ていかなければならぬと思いますので、その

辺、部長いかがでございますか。 

 

○真崎商工観光労働部長 今、佐藤委員長か

ら御提案をいただきました。私どもも全くそ

の気持ちは同じでございまして。具体的なこ

とは要らないとおっしゃっていただきました

けれども、議案の説明の中でもそういった、

農地法に限りませんけれども、いろんな縛り

があって、新エネルギーの開発、設置が進ん

でない部分がございます。そういったことに

ついては、私どもは私どもの所管官庁であり

ます経済産業省等につきまして、これからも

地元の声、地方の声として上げていきたいと

思っておりますので、県議会としてもいつも

変わらぬ御支援をいただければと思っており

ます。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐藤雅司委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午前11時35分閉会 
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